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東京都社会福祉審議会（第１回「福祉人材の育成」検討分科会） 

平成１８年９月６日 

 
開  会 

 

午後３時３２分 

○吉村企画課長 それでは、武田委員がまだいらしていませんが、所定の時間になりまし

たので、ただいまから第１回「福祉人材の育成」検討分科会を開会いたします。本日は、

お忙しい中ご出席をいただきまして、誠にありがとうございます。私は当分科会の事務

局の書記を担当させていただいております福祉保健局企画課長の吉村と申します。どう

ぞよろしくお願い申し上げます。 

  ご議論に入っていただく前に、事務局から何点か連絡をさせていただきます。 

  まず、お手元の資料の確認をお願いできたらと思います。まず会議次第がございまし

て、その次のページから資料１から８までお手元につづってあるかと存じます。それか

ら資料７の「新しい福祉における福祉人材のあり方について」（東京都福祉人材のあり

方検討委員会報告）につきましては、その本文の冊子を別にお手元にお配りさせていた

だいております。また、本日は臨時委員をお願いした佐藤委員、阿委員、宮崎委員から

提出資料をいただいております。資料については以上でございます。何か漏れ等ござい

ませんでしょうか。 

  次に、本日はこの分科会、第１回の開催ということで、福祉保健局企画担当部長の松

井よりごあいさつをさせていただきます。 

○松井企画担当部長 どうも皆さんありがとうございます。企画担当部長の松井でござい

ます。本日は本当にお忙しい中、当分科会の委員にご就任いただき、誠にありがとうご

ざいます。 

  東京都社会福祉審議会におきましては、これまでも福祉のさまざまな課題につきまし

て時宜を得た適切なご意見をまとめていただき、東京の福祉を進める方向性を示してい

ただいております。今期、第１７期になりますが、その審議が去る７月２６日、第５４

回の審議会におきまして本格的に開始されたところでございます。審議の課題につきま

しては、もう皆さんご案内のとおり三浦委員長のほうからご提案をいただき、それに基

づきまして活発な議論が行われました。そして「福祉人材の育成」というテーマが採択

されたところでございます。またその際、専門分科会といたしまして当会議でございま
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す「福祉人材の育成」検討分科会を設置するということが決定いたしました。そして分

科会長に高橋副委員長が選任され、分科会の委員といたしましては審議会の委員のうち

からご就任いただくということとともに、審議の課題に即した専門の方々を新たに臨時

委員としてお迎えしてご検討いただくことになった次第でございます。また、オブザー

バーといたしまして三浦委員長にもご参加いただいているところでございます。 

  審議のテーマでございます「福祉人材の育成」というテーマは、施設におけるサービ

スの担い手としてはもちろんですが、最近、認知症のケアですとかあるいは人権擁護

等々、福祉におけるさまざまな新たな課題に対応するためにも、福祉サービスの質的向

上が求められる中、まさにその鍵を握る分野でございます。委員の皆様方には特段のお

力添えをいただき、東京における「福祉人材の育成」のあり方につきまして貴重なご提

言をいただければと考えているところでございます。 

  簡単でございますがあいさつとさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

○吉村企画課長 また、本日は福祉保健局次長の吉川も同席させていただいておりますの

で、よろしくお願いします。 

  続きまして、委員の先生方をご紹介させていただきます。分科会長、副分科会長及び

各委員は、このたび委員長の指名等に基づきご就任いただいたものでございます。 

  それでは、お手元の資料１－１、「福祉人材の育成検討分科会委員名簿」に沿ってご

紹介申し上げます。 

  まず、高橋紘士分科会長でございます。 

○高橋分科会長 よろしくお願いいたします。 

○吉村企画課長 小林良二副分科会長でございます。 

○小林副分科会長 小林です。よろしくどうぞお願いします。 

○吉村企画課長 本日、平岡委員は欠席でございますが、平岡公一委員でございます。 

  次に、金内善健委員でございます。 

○金内委員 金内です。よろしくお願いいたします。 

○吉村企画課長 宇田川貴子委員でございます。 

○宇田川委員 宇田川です。よろしくお願いいたします。 

○吉村企画課長 藤山恵子委員でございます。 

○藤山委員 藤山です。よろしくお願いいたします。 
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○吉村企画課長 続きまして、この分科会のみに所属されます臨時委員の方々についてご

紹介申し上げます。 

  佐藤博樹委員でございます。 

○佐藤委員 佐藤です。よろしくお願いいたします。 

○吉村企画課長 武田雅弘委員でございます。 

○武田委員 武田でございます。よろしくお願いいたします。 

○吉村企画課長 阿亜紀良委員でございます。 

○阿委員 阿です。よろしくお願いいたします。 

○吉村企画課長 宮崎民雄委員でございます。 

○宮崎委員 宮崎でございます。よろしくお願いいたします。 

○吉村企画課長 続きまして本日ご欠席でございますが、先ほど松井のほうからのあいさ

つにもありましたとおり三浦文夫審議会委員長には本分科会へのオブザーバーとしてご

参加いただいております。委員の皆様方、どうぞよろしくお願い申し上げます。 

  なお、行政側の幹事、書記につきましては、資料１－２のとおりでございます。「福

祉人材の育成」に関連する施策を所管しております福祉保健局生活福祉部の関連部課長

もメンバーに入れてございます。 

  次に、会議の公開についてご説明申し上げます。資料２をごらんください。「会議の

公開の基準について」ということで、この基準のとおり本分科会の会議は原則として公

開となっております。ご了承をお願い申し上げます。 

  なお、本日は傍聴の方がいらっしゃいますのでお知らせいたします。 

  また、当分科会の議事録は東京都のホームページに掲載され、インターネットを通じ

て公開いたします。 

  事務局からの連絡等は以上でございます。 

  これから先の議事進行につきましては、高橋分科会長にお願いしたいと存じます。よ

ろしくお願い申し上げます。 

○高橋分科会長 それでは、経過説明は先ほどもごあいさつがございましたように「福祉

人材の育成」ということをテーマに、社会福祉審議会の議論をこれから任期が来年の７

月までと伺っておりますので、その期間にしかるべき意見をとりまとめて東京都に提出

を申し上げる。そしてそのための専門的な議論をするというのがこの分科会の役割かと

思っておりますが、ひとつご協力の上、よろしくお願いいたします。 
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  副分科会長は小林委員にお願いをしてございますので、ひとつよろしくということで、

ちょっと一言。 

○小林副分科会長 適任かどうかわかりませんが、できるだけ分科会長を支える、支援と

いう立場でよろしくお願いいたします。 

○高橋分科会長 というわけで、きょうの進め方でございますが、事務局から先ほどザク

ッとしたお話が部長さんからありましたが、より詳細な経過説明をお願いするとともに、

「福祉人材の育成」について東京都でどういう取り組み、あるいは現状がどうなってい

るかというご説明をいただくことにしております。その上で、きょうはフリーディスカ

ッションですが、もうあらかじめ臨時委員の皆様には大変ご無理をお願いしております

が、エキスパートということでお願いをいたしましたので、それぞれの委員のお立場等

を踏まえて若干の話題提供というか報告をお願いしてございます。そして、それらの議

論を踏まえて、次期以降のどういう議論をするかという課題出しがきょうの分科会でで

きたらといいなと思っていることでございます。そんなことでひとつよろしくお願いを

いたします。それぞれの委員の自己紹介はまた発言のときにいろいろな形で言っていた

だくことにさせていただきまして、早速、議事に入らせていただきます。 

  まず、事務局のほうからご説明をよろしくお願いいたします。 

○吉村企画課長 では、私のほうからまず最初に資料３、４、５、６に基づきまして、こ

の「福祉人材の育成」に検討課題が決まるまでの経緯と、今後の検討のスケジュールの

イメージをつかんでいただこうと思いましてご説明申し上げます。 

  まず資料３、Ａ３判横の大きい資料をお開きください。「福祉人材の育成」に関する

検討についてということで、そこにございますとおりこの検討テーマについては７月２

６日に開かれました社会福祉審議会第５４回総会におきまして委員長から提案があった

ものでございます。前期の審議会ということで、１６年７月に「福祉サービス市場とこ

れからの福祉」についてということでご審議いただきましてご提言をいただきました。

これに沿いまして、私ども福祉保健局では「福祉・健康都市・東京ビジョン」というの

を今年の２月に策定いたしまして、民間・地域・行政それぞれの力を生かすことなどに

より福祉施策を展開していくというような基本方針を明示しております。こうした施策

全般にわたる基本方針を示した後でございますので、今期の審議会になすべきこととい

うことで、委員長のほうからはより具体的なテーマについて意見を述べることであり、

その一つが「福祉人材の育成」であるというようなご意見が出されました。多様なサー
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ビス事業者が参入し、事業者みずからの責任でサービスの質の向上に取り組むというこ

とが基本であるが、効果的な人材育成には何が必要なのか改めて考えていくことが必要

であろうと。また国も介護福祉士等の資格制度の見直しを検討中であり、時宜に即した

テーマであるということで委員長のほうからご提案がありました。 

  この提案のあった後、委員の方々から総会でさまざまな意見が出ました。介護予防、

障害者の就労支援などさまざまな課題が出ておりますので、包括的な支援ができる人材

が必要なのではないか。あるいは人材の量的確保が重要であろうと。それから質的にも

う一度見直すべき。例えば行政側の政策の専門性、あるいはケアをする方の専門性の確

保みたいなご意見も出ました。それから、中核的な指導的人材をどのように育成してい

くのかというような観点、ボランティアの育成あるいは福祉教育といったような課題も

ご意見が出されました。また、とりまとめ方として短期的・中長期的な視点に分けて整

理する必要があるのではないかというような指摘もいただきました。 

  その上で、一番下にございますとおり今審議会の方向性については総会での結論とし

て、福祉サービスの質の向上の観点から「福祉人材の育成」に焦点を絞った議論を深め

ていくということで、先ほどありましたとおり１９年夏、来年の夏ごろを目途に意見具

申を行う予定で、本「福祉人材の育成」検討分科会が設置されたものでございます。 

  なお、幾つか意見のあったうち、福祉人材の確保の問題、待遇の改善等の課題でござ

いますが、これについては介護報酬等のあり方とも関連し、国ベースで議論をすべきも

のであろうと。その上で東京都として何かできるかということで、また限られた審議会

の任期も踏まえ、有効に議論を進めるべきというとりまとめがされました。 

  資料４につきましては、今ご説明申し上げました最初の三浦委員長からの提案ペーパ

ーでございます。 

  次に資料５でございます。「福祉人材の育成」に関する検討におきましては、まず課

題認識が大変重要だろうと考えてございます。このテーマに関する問題意識は今申し上

げたとおり大変高まっていると思いますが、同時に検討すべき事項が多岐にわたって、

問題全体像や構造がとらえにくいという状況にあると考えております。先般の審議会総

会の中で、今、簡単に申し上げたとおりさまざまな角度から多岐にわたる問題提起がな

されました。当分科会の検討に当たりましては、こうした多岐にわたる課題を整理して

とらえることが必要になってくると思われます。その際、一定の枠組みをイメージして

課題整理をするのも一つの方法と私ども考えまして、本日はこのペーパーはあくまで例
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示でございますが、事務局がこれを見通してつくったものでございます。先日の審議会

におきましては、政策の専門性、ケアの専門性、ソーシャルワークの専門性という視点、

ゼネラリストとスペシャリストという視点、さらには短期的課題と中長期的課題でとら

える視点というような意見がございました。それをもとに整理のフレームを設定させて

いただきました。 

  まずこの資料の横方向には、ゼネラリストとスペシャリストという対比の概念を置い

ております。ある程度、それに対応する分類として、ゼネラリストとしてはコーディネ

ーター、行政側の政策部門の担当であるとか、地域・民間レベルでは社会福祉協議会で

あるとか、あるいは事業の経営者の方、あるいはもう少しコーディネートするのが直接

的になるケアマネージャーの方というようなのがコーディネーターとしての役割。右側

のスペシャリストとしては、直接のサービスをする施設サービスあるいは在宅サービス

の直接の処遇職員の方を想定してございます。 

  この区分に従いまして、今、簡単にご説明しました審議会での意見等を中心にさまざ

まな課題について記載しております。左側のコーディネーターでございますが、行政の

役割の強化、昨今、さまざまな課題がある中で、政策の専門性を向上させる必要がある

だろう。あるいは福祉事務所における例えば自立支援といったような新たな多様な課題

への対応が必要であろうと。それから多様なサービスや専門職全体のコーディネート力

の強化ということで、ケアマネジメントなど全体をとらえる力を強化しなければいけな

い。それからサービス選択の困難な方々への支援といったこと、あるいは地域のつなぎ

役、そういった人の育成というものが必要である。それから地域の力の活用としてはボ

ランティアといったものの活用、それから民間事業者の機能強化として、経営能力、経

営戦略的視点、あるいはＣＳの重視といったような視点もあるかと存じます。また社会

全体による人材育成としては、地域の中の中核的人材育成、キャリア形成、施設間の人

材交流の仕組み、こういったものでコーディネーターのレベルアップを図っていくとい

う考え方が成り立つかと思います。 

  右側でございますが、ケアワーカー、直接処遇職員については新たな多様な課題への

対応ということで、高齢の分野では介護予防であるとか高齢者虐待の問題、障害者では

就労支援、地域生活移行といったような課題の対応能力をケアワーカーの方に持ってい

ただく。子供の分野では、被虐待などの困難ケース、こういったことが考えられます。

また資格の重視につきましては、先ほどご説明申し上げましたが介護福祉士の資格の厳
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格化といったことが検討されておりますので、そういったものへ対応。また事業者によ

る人材育成の仕組み、体制の強化として、職場内研修ＯＪＴを進めるためのリーダー、

コア人材をどういうふうに育成するか。それから職場外の研修、ほかからの情報をいか

に取り入れて研修を充実させるかといったものもあるかと思っております。また全体と

しては、そのサービスの質の向上へのインセンティブがなければ、なかなか掛け声だけ

では進まない。自己啓発の誘導といったものも必要だろうということでございます。ま

たケアワーカーについても、業界全体での質的向上、中核的人材の育成、こういった視

点も必要だろうということでございます。こういったさまざまな意見が審議会で出たも

のを、こういったスケールで整理したものでございます。 

  次に資料６をごらんください。これはこの分科会の検討のスケジュール間のイメージ

でございます。本日、９月６日、分科会第１回目ということで、これまでの経緯とそれ

から課題の整理ということが始まっております。次回は１０月６日を想定しておりまし

て、課題に関する議論、それから意見具申の起草委員会の設置をお願いしたいと存じま

す。その起草委員会におきまして冬ごろまで論点整理、それから来年の春以降でござい

ますが、意見具申案の検討を起草委員会の方にお願いすると。それで夏ごろ、起草委員

会からこの分科会に戻りまして、分科会としての意見具申案をとりまとめていただいて、

最終的に来年夏ごろ社会福祉審議会としての意見具申案を検討決定していただく、こう

いったスケジュール間のイメージでございます。 

  私からの説明は以上でございます。 

○高橋分科会長 ありがとうございます。いろいろご質問があるのではないかと思います

が、後ほどまとめてディスカッションの中で質問やご意見はいただくということにさせ

ていただければと思っております。そんなわけで、あらかじめ事務局を通じてお願いを

いたしましたように、臨時委員の皆様に…… 

○吉村企画課長 先生、７番以降ちょっと別の…… 

○高橋分科会長 失礼しました。東京都が既に平成１４年３月に新しい福祉における福祉

人材のあり方についてという、これは審議会ではなくて特別の検討会を設けまして議論

をして、それなりの提案をいたしました。これはいろいろな背景がその当時あったわけ

でございます。少し昔のおさらいをすると、公私格差是正をやめたのは１２年でしたか。

そういうことで介護保険に移行して、いわゆる措置制度から先回の審議会の答申で言え

ば新しい準市場というか、福祉サービス市場の中で事業所が責任を持って人材育成をや
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るという、そういう大きな流れの中で、さはありながらという話がいろいろあるのでと

いうことでこの検討をして、臨時委員の先生方にはこのときおかかわりいただいたとい

うことでご参加いただきました。その概要等をちょっとご説明して、逆に言うとある意

味ではもう一度、審議会で人材問題の議論をしなければならなくなるに至ったさまざま

のその後のいろいろな状況がございますので、そんなことを東京都としてはその当時、

どういう議論をしていたかといことを共通の理解にしていただければということでござ

いますので、これについてひとつよろしくお願いいたします。 

○小林計画課長 生活福祉部の計画課長でございます。それでは、着席して説明させてい

ただきます。 

  今、高橋先生からお話がありましたように、平成１２年当時、福祉が措置の時代から

契約の時代へと。そうしますと、福祉の人材につきましても、それまで人材の養成とい

うのは措置費をいかに適正に使っていくか、その中ついてしっかり学んでもらうという

ところから人材の育成が始まっていったわけですけれども、新しい時代においてはサー

ビスの選択を支えるような人材、多様な福祉ニーズをとらえて支えていけるような人材

ということで、人材像の新たな考え方、と同時にそれをどのような役割分担で支えてい

くのかということが議論になっていたと言えると思います。 

  その考え方の整理として、新しい福祉における福祉人材のり方についてという報告を

東京都福祉人材あり方検討委員会からいただいたところでございます。福祉人材あり方

検討委員会の議論の中では、主に役割分担と新たな研修のあり方という視点からご議論

いただいたわけですが、基本的な考え方としましては、利用者とサービス事業者が契約

により福祉サービスを利用する新しい福祉の仕組みへ移行する。そのことを踏まえて、

事業者の自己責任による研修実施を原則とするという考え方を出したところでございま

す。これは、福祉ニーズが多様化しているというところを踏まえて、その多様化した福

祉ニーズそれぞれをそれぞれの事業者の立場の中から実施していくことが、新しい時代

に適合するという考え方から出されてきた考え方になります。 

  都は政策目標の達成のための研修や法令で規定された研修を行うとともに、事業者み

ずからの研修実施の支援を行うというような役割分担の基本的な考え方を出したところ

でございます。その中で、人材の育成についてはいくつかの課題があるということで提

示をされております。新たな時代に必要とされる福祉人材につきましては、事業主体の

多元化、あるいは競い合い、利用者本位のサービス提供、あるいは柔軟な組織形態、福
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祉サービス事業経営の状況に合った視点を持てるような職員を育てていくことが必要で

あると考えたところでございます。それを委員会ではコア人材と呼んだわけですが、そ

のコア人材について３つの人材を挙げてございます。１つは、総合的な判断能力を持つ、

経営能力を持つ経営者が必要であるということが一つでございます。２つ目には、技術

的なスキルという面で生活相談あるいは介護支援専門員、そういうような仕事を担える

ようなリーダーシップ能力を持った各種リーダーが必要であるというのが２つ目でござ

います。３つ目が、マネジメント能力が必要である。現場の管理者としてサービス提供

責任を負えるようなマネジメント能力を持った管理者が必要であるという３つの概念を

提起してございます。これを担うものが、先ほど申し上げましたようにみずからの責任

において必要とする人材をみずから確保すると。そういう研修を実施するサービス提供

事業者であるというような考え方を提案したところでございます。 

  また同時に、高度な知識・技能を有した福祉人材を育成する民間等研修機関、こうい

うものもあわせて必要になってこようということで、民間研修機関も活用しながらサー

ビス事業者がコア人材を育成していくというようなあり方にしていく必要があろうとい

う提案が行われたところでございます。 

  それに際して東京都が担うべき事項として、４つの事項を委員会の中では挙げてござ

います。１つは、サービス事業者をめぐる情報の提供、これは研修の情報であるとか、

あるいは事業者の情報、第三者評価の状況、あるいは指導検査の状況、そういう事業者

情報をきちんと都民のみならず事業者に対しても明らかにしていくということが必要で

あるということが提起されてございます。２つ目に政策的に誘導すべき研修ということ

で、都みずからが政策的に誘導的に行う研修が必要であろうということで、それについ

ては２つの概念を表示してございます。１つは都による直接的な研修ということで、政

策目標実現のための研修、法令等の規定による研修、緊急課題への対応というような都

がみずから直接実施する研修が必要な部分があろうということで規定してございます。

２つ目に事業者による研修等の支援ということで、民間研修機関への支援、研修の誘導、

あるいは仕組みづくり、そういうような取り組みが必要であろうと。またサービス提供

事業者等への支援が必要であると。ナレッジバンクの充実、交流の場づくり、そのよう

な形での事業者による研修等の支援をしていく必要があるということが挙げられており

ます。３つ目として研修の効果測定の実施ということで、これまでの研修が効果の測定

という意味で必ずしも十分機能してこなかったということを踏まえまして、事後的に的
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確に研修の効果を測定したり、あるいはねらいを見直したり、そういうような形で研修

がより有効に機能するための効果測定をやっていく必要があるだろうという視点が盛り

込まれてございます。その他、行政の指示等につきましては、なかなか民間の従事者の

方にはわかりづらい部分もございますので、指導・検査等に際しての説明であるとか、

いろんな機会を使って行政の方針がどういう方針なのか、どういう運営のあり方が望ま

しいのかという理念をきちんと説明していくということが必要であろうということが述

べられているところでございます。 

  これらの課題につきましては、現在、振り返ってみますと、さらに痴呆性高齢者対策

であるとか、あるいは高齢者の虐待対策、障害者就労支援、いろいろな面で新たな人材

育成のニーズが増大しているという状況にあろうかと思います。そういうふうに見た場

合、現状について今どうなっているのかという点を資料８－１でごらんいただきたいと

思います。 

  これは社会福祉関係事業従事者に対する研修の実施状況ということでございまして、

私どものほうで平成１７年度、福祉については平成１６年度に実施した研修について調

査をさせていただいたところでございます。対象事業所としては介護保険法に定める施

設サービス事業者及び居宅介護事業者、また社会福祉法または精神保健及び精神障害者

福祉に関する法律に定める障害者（児）施設及び事業者、３つ目に社会福祉法に定める

児童養護施設、保育所及び認証保育所、これらにつきましては２割相当を任意抽出して

調査をさせていただきました。また、それ以外に区市を含む民間等研修機関を対象にし

て調査票を郵送したところでございます。全体１,８５５事業者に調査票を郵送いたし

ましたが、１,０５７事業者から回収をした結果でございます。 

  まず、対象として大きくサービス事業者と民間研修機関の２つに分けてございます。

サービス事業者については、どのような研修の状況であったかを簡単に調査結果をまと

めさせていただきました。まず研修計画等を定めているかどうかという点でございます。

１つは、ほとんどの事業者で研修を実施しているということがわかりました。介護関係

では９９.４％、障害関係では９８％、子供関係で１００％ということで研修が実施さ

れているということがわかっております。また、９割の事業者で研修計画を作成してお

りました。策定率としましては約９割弱程度の率になっているということがわかったと

ころでございます。 

  また職場内研修と職場外研修でどのような状況になっているのかということを調査し
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てございます。職場内研修につきましてはほとんどの事業者で研修が実施されておりま

して、９０％を超える状況になっているところでございます。ただし、障害の小規模施

設、あるいはグループホーム、これらにつきましては８０％程度ということで実施率が

やや下がっているというところでございます。 

  一方、職場外研修ですが、職場外研修につきましてもほとんどの事業所で研修を実施

しておりました。介護関係で９４％、障害関係で８８％、子供関係では９２％という状

況になってございます。ただし、職場外研修について見ますと計画に基づいて実施して

いる事業者は少ないということで、実施した研修の計画率を見ますと、介護関係では１

８.７％、障害関係で２９.４％、子供関係は多くなっておりますが、それでも５２％と

いう結果が出てございます。 

  ４番目に、今後の研修の必要性でございます。一つは、障害、子供につきましては半

数の事業者が全職員を対象にした研修を望んでおります。また一方、介護関係につきま

しては職種別、職層別に特化した研修を望んでいるという結果が出てございます。ただ

し、障害につきましては職種別の研修を望む意見も多いということで、それぞれの置か

れた状況に応じたニーズが表現されていようと考えられます。２つ目に、職務階層別で

は中堅層・管理監督層の研修が必要との意見が多いといことで、職務階層別に占める割

合としましては、介護関係が６９％、障害関係が６６％ということで、中堅層・管理監

督層の研修の必要性について各事業者が認識をしていると認められます。３つ目には、

専門技術のレベルアップ研修を望む意見が多いということが挙げられます。これは全事

業所中、介護関係では６３.９％、障害関係で６８.７％、子供関係で６６.１％に上っ

てございます。またテキストや講師派遣を望む意見も多いということで、ニーズが把握

されているところでございます。４つ目に資格取得支援、資格取得者の優遇策、これら

の実施につきましては、全事業者の半数程度にとどまっているという結果が出てござい

ます。これをまとめてみますと右側に現状の課題ということで整理させていただきまし

たが、５つ程度の視点があろうかと考えております。まず第１点は、質の高い職場内研

修のテキスト、人材が不足しているのではないか。２点目として、小規模な事業者にお

ける職場内研修体制が不足しているのではないか。３つ目としましては、情報不足等に

より計画的な職場外研修が難しくなっているのではないかと。これは職場外研修の計画

がなかなか事前にされていないというところから見まして、このような認識をしている

ところでございます。４つ目に、中堅層・管理監督層・熟練者育成（コア人材育成）の
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必要性が各事業者とも強く認識しているというところだろうと思われます。５つ目に資

格取得に対するインセンティブが低いということで、先ほど申し上げましたように資格

取得の支援であるとか、あるいは取った資格の優遇策であるとか、そういうものの実施

率を見ますと、インセンティブがまだ高くないのではないかと考えられるところでござ

います。 

  もう一方の柱であります民間等の研修機関、これにつきましては次のような状況にな

ってございます。概況としましては、管理監督者に対する研修が少ないと。民間事業者

がやっている研修の中には、管理監督者に対する研修が少ないということが言えようか

と思います。介護関係で１１.９％、障害関係で１２.５％、子供関係でも２０％という

状況になってございます。２つ目に特徴点としましては東京都社会福祉協議会が非常に

多くの研修を行っているということで、都内最大の研修機関と位置づけることができよ

うかと考えられます。実施件数としましては、介護関係で１００件、障害関係で７４件、

子供関係で８６件に上っているというところでございます。３つ目に、区市の研修でご

ざいます。区市におきましては介護関係の研修は実施されておりますが、障害関係、子

供関係につきましては少なくなっているという状況にございます。介護では３１区市８

７件でございますが、例えば子供関係では４区市６件にとどまっているという状況でご

ざいます。４つ目にその他の特徴としまして、先ほど東京都社会福祉協議会が最大の研

修機関になっていると申し上げましたが、一方、区市町村社会福祉協議会について見ま

すと、ほとんど実施されていないという状況がわかっております。また障害、子供につ

きましては東京都、区市、東社協、関係団体、それ以外の一般の民間研修機関がほとん

ど取り組んでいないというような状況が見られております。 

  これをまとめますと、右側に現状の課題を２点ほど挙げさせていただきました。コア

人材の研修機関がまだ十分ではないのではないかというのが１点でございます。もう１

点は多様な研修機関による市場形成がまだ途上であるということで、区市町村あるいは

区市町村社協の役割がまだ十分果たされていないのではないかと認められます。２つ目

には、障害、子供については株式会社と他分野間の参入がまだほとんど皆無の状態であ

るということで、市場化が進んでいないと見られようかと思います。 

  以上、大変雑駁でございますが、これまでの福祉人材に対する検討の経緯と、それを

踏まえた現状がどうなっているかの私どもの調査結果についてお話をさせていただきま

した。 
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  あわせて資料８－２で元のデータもつけてございますので、後ほどご参照いただけれ

ばと思います。 

○高橋分科会長 ありがとうございました。これも何かいろいろ議論したくなるような数

字がたくさん並んでおりますが、そうなりますとあっと言う間に時間がなくなりそうで

ございますので、先ほど申し上げましたとおり後でまとめて議論させていただくという

ことで、質問や論点等はちょっとノートしておいて、後でお出しいただけるとありがた

いと思います。 

  というわけで、先ほど申しかけたことに戻らせていただきます。もうあらかじめ臨時

委員の皆様にそれぞれのお手がけの領域で結構なのでということでお願いをいたしまし

たが、１０分程度とほんとうに短い時間で恐縮でございますけれども、少し発題をお願

いしてございます。 

  それでは、佐藤委員から。 

○佐藤委員 それでは１０分ということで、お手元の「ヘルパーの能力開発及び定着とサ

ービス提供責任者の役割」という資料を使いながら少しお話しさせていただこうと思い

ます。 

  多少自己紹介もということで、１０分ならないかもわかりませんが、私は福祉の専門

家ではありません。で、何でこういう報告をするかというと、人の問題については専門

家で、人事管理が専門で、ですから人の能力開発とか処遇、そういうようなことをやっ

ています。そういう意味で産業を問わず研究対象ですので、福祉分野も研究対象として

ここ何年か勉強させていただいています。そういう意味で報告させていただこうと思い

ます。きょうは多分、「福祉人材の育成」ということで声をかけていただいたのだろう

と思います。福祉人材も幅が広いわけですが、きょうは非常に限定的で、いわゆる在宅

介護のところの訪問介護のヘルパーを取り上げて、その能力開発の定着の話をと思いま

す。 

  ２つ話があるんですが、前者の能力開発につきましては、基本的には現状で言えばヘ

ルパー２級の資格を持っているというのが原則になるわけでありますけれども、じゃ、

実際どういう能力があるか。ヘルパー２級であれば一定の能力が担保されていれば、事

業者とすればその後の育成というのはそんなに問題にならないわけでありますが、後で

お話ししますが実は非常に能力のばらつきが大きいという意識があります。そういう意

味では、ヘルパー２級の資格があるからといって、そのまま仕事をお願いしてやれるか
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というと、そういう状況はないと。ですから同時に、じゃ、そういうヘルパー２級を持

っている人についてばらつきがあるとすれば、どういうような仕組みを用意すれば能力

が高まっていくのか。その要因が何かということを少しお話をということでございます。 

  ですから、そういうことを議論するためには、ヘルパーの能力を測定しなきゃいけな

いわけです。２級を持っているというだけじゃなくて、実際にどういう仕事ができるか

ということを測定しなきゃいけませんので、１ページ目の下にありますようにヘルパー

の能力を測定する尺度をつくりました。基本的には自己評価ですが、２ページのところ

にあるような４５の項目を挙げて、それをどの程度できるかということを聞いています。

これを使って、それとどういう環境のもとにいるヘルパーの能力が高いかということを

見ていくということであります。このデータは１社の会社ですが、実はいろんな調査を

これまでやっていまして、何十社のデータを集めたものも基本的に同じなんですけれど

も、ここではサービス提供責任者とリンクしてデータを取るので、きょうはそのデータ

を使ってご報告するということです。 

  それともう一つ、この自己評価なんで主観的で当てならないじゃないかという議論が

あるかもわかりませんが、これはサービス提供責任者の人事評価のデータともリンクさ

せていて、相関がかなり高いので信頼が置けると判断しています。そういうものです。 

  まず３ページを見ていただきますと、先ほどの尺度を使って能力を見たときに、その

尺度ですと最高だと２２５点、最低だと５４点、ほどほどできるレベルで１３５点にな

るんですが、見ていただきますとこれは分布が非常に大きいということです。ですから、

今実際これはヘルパーとして働いている人の能力のばらつきがまずあるということを確

認しようと。じゃ、このばらつきが何によって決まるのかということですが、一つは３

ページの下の経験年数を見ていただきますと、明らかに経験とリンクする。先ほど１３

５点というのがほどほどレベルとお話ししましたので、逆に言いますと、経験１年未満

というのはまだ見習いだと。１３０を超えるのは１年超えないと、つまり資格を取った

後、やはり１年程度の実務経験を経ないと一定の水準に達しないという状況であります。

ところが、皆さんご存じのように介護報酬上はそうじゃないわけです。２級を持ってい

て従事すれば、極端なことを言えばばらつきがあっても報酬単価は一緒ですから、働く

人からすると同じ時給でいいだろうというような議論が出てきてしまう構造がまずある

ということです。これはちょっと別な話です。 

  次です。４ページのところは資格であります。資格が高ければ、能力が高くなるのか
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ということです。一応、これを見ていただきますとヘルパー２級よりも１級のほうが能

力得点が高い。ただ、介護福祉士とヘルパー１級、これは僅差ですが、現状について言

えば介護福祉士が飛び抜けて高いわけではないのです。それは介護福祉士はそういう系

列の大学を出て取ったなんていう人がいますので、じゃ、先ほど見たような、実際にど

ういう仕事をやれるかというレベルで見ると、ヘルパー１級のほうができるというよう

な実態がある。もちろん知識レベルを聞けば介護福祉士のほうがあるのかもわかりませ

ん。 

  もう一つは、その次がステーションを見ますとヘルパーを管理する、いわゆるサービ

ス提供責任者がいます。一応、設置基準があるわけでありますが、普通の人材活用なり

能力開発を考えますと、職場での管理者が部下にどういう仕事を与えられるか。困った

ときにアドバイスするというようなことは、これはＯＪＴであります。つまりきちっと

能力開発を考えた指導の与え方とか、いろんなアドバイスをしてくれるということが能

力向上にプラスになるわけであります。ホームカウンセラーはサービス提供責任者がそ

の役割を担っているわけでありますので、サービス提供責任者の広い意味での人事管理

能力を測定しまして、それとそこで働いているヘルパーの能力との相関を見たというの

がそこであります。 

  じゃ、そのサービス提供責任者の能力をどう見ているかというのが５ページの下です

が、ヘルパーから見てそのステーションのサービス提供責任者は次の項、例えばヘルパ

ーの能力・希望に応じた仕事の割り振りがやれているかとか、動向訪問してくれて、つ

まりヘルパーの場合は実際にどういうサービスを提供しているかは行かないとわからな

いですよね。例えば動向して困ったときにアドバイスしているかとか、育成を考えて課

題設定をしているとか、いろんな勉強会をやっているかどうかと、それを得点化しまし

て、やはりサービス提供責任者の人事管理能力が高いと、当然ですがこういうことにな

ると。 

  そういういろんな要因がヘルパーの能力を規定しているということがわかったわけで

すが、実際にじゃ、何が効いているのだろうかというのを見たのが５ページです。これ

は先ほどのヘルパーの能力を何で説明できるかという多変量解析ということですが、ど

ういうものを入れているかというと、介護の仕事の通算経験年数が１番目であります。

次は在宅だけなのか、あるいは施設の経験もあるかどうか。これは在宅ダミーで、在宅

しか経験がないと。次は身体介護もやったことがあるか。つまり今度はなくなりました
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が、生活支援と身体介護と両方やったことがあるのか、生活しかやっていないのかとい

う、身体もやっているというのが身体介護メインダミーであります。次は資格です。ヘ

ルパー１級とか介護資格があるかどうか。福祉系の大学とか専門学校を出ているかどう

か。あとは初任研修とか、事業所がやるＯＦＦ－ＪＴを受けているかどうか。一番下が

サービス提供責任者、ヘルパーから見る評価であります。 

  こう見ますと、大事なのはまずヘルパー１級とか介護福祉士は効かなくなっちゃう。

消えちゃうということです。ですからヘルパー１級とか介護福祉士の資格があるから能

力が高いというのは見せかけだったということです。ですから、大事なのは介護の資格

と経験年数と、あとは在宅のみが有利じゃないし、施設をやっているほうが有利じゃあ

りません。基本的には身体もやっていなきゃ、生活だけだとだめで、だからバランスよ

くある程度、身体のほうも経験させなきゃいけないとか、研修もし、もう一つはやはり

サービス提供責任者の管理能力が効くという結果が出ています。 

  ですから大事なのは、もう資格は意味がないというわけではありませんが、資格だけ

で、それは介護福祉士の資格も含めてヘルパーに求められる職業能力を担保するわけで

はない。特にヘルパー２級の資格は従来、１３０時間を受ければ別に試験もなく取れち

ゃうのです。ですから、それだけでも介護福祉士に比べてもなかなか職業能力を高くす

るものではないということです。 

  次は、今度は定着であります。育成をするためには、ある程度、定着してもらうとい

うのが条件でありますので、今は離職率も高いと言われていますので、定着が何で効く

のだろうか。つまり勤続をある程度、促進できるような仕組みをつくらないと能力開発

というのは非常に難しいでありますので、これもいろんな細かい分析をやっていますが、

もう時間もないと思いますので結論だけ言わせていただきますと、やはりサービス提供

責任者の役割が大きい。まずは設置基準を満たしていないような事業所は事業所単位で

見たときに定着率が低いです。ただ、設置基準を満たしていればいいわけではなくて、

やはりサービス提供責任者が十分なヘルパーの研修とか指導をやれていると、ヘルパー

の定着にプラスになる。ところが、現状はどういうふうになっているかというと、設置

基準を満たしていないところもあるわけでありますが、満たしていてもヘルパーの定着

が悪い結果、サービス提供責任者が本来やるべき仕事に時間が割けなくて、自分がその

ヘルパー業務をやってしまう。その結果、ますますヘルパーについての管理がやれなく

て、極端なことを言えばマイナスの循環に入ってしまうような状況がある。それが６ペ
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ージの下です。今、サービス提供者自身が現状の時間配分なんです。そこに書いてあり

ますように現状ではヘルパー業務は事実上、３割弱。できればこれを減らしたいと思っ

ているわけです。これが多い結果、例えばヘルパーの研修指導ができなくなっていると

いうような状況があるのです。それは逆に言うとサービス提供責任者がヘルパーのマネ

ジメントをやれるような能力がない結果、定着率、能力が伸びないから、自分がカバー

して入って、ますますできなくなるという状況もあるわけです。それは現状、サービス

提供責任者の設置基準はあるわけですが、一応、ヘルパー経験２年とかありますね。ち

ょっと間違っていたらごめんなさい。でも、その中にサービス提供責任者がやるべき業

務、特にその中でも例えば人事管理とか研修とかということを勉強する仕組みになって

いないわけです。ほかのことはいろいろあるんですが、コアになるような能力開発とか

その人の定着管理というようなものをサービス提供責任者が勉強する機会がないのです。

今後、介護福祉資格を持った人となると、じゃあ、介護福祉資格を持っていればマネジ

メントをやれるかというと、実はそういうふうにはなっていないはずです。ほんとうに

そのサービス提供責任者に介護福祉士の資格を取らせれば、サービス提供責任者のやる

べき仕事ができるかというと、私は疑問だと思っています。 

  お話ししたかったことは、やはり資格も非常に大事ですが、その後、どう育成するか

というのがすごく大事で、そのためにはやはり現場の管理職の役割が非常に大事だと。

そうすると、現場の管理職が専門分野の知識ということだけじゃなくて、人のマネジメ

ントの能力を持っているということがすごく大事だろうということがお話ししたかった

内容です。 

  以上です。 

○高橋分科会長 ありがとうございます。これも大変示唆的なリサーチに基づいたお話で

す。 

○佐藤委員 ごめんなさい。１つだけ。２ページの下に本が出ていますので、きょうのは

２ページの下に書いてある本に詳しく載っています。 

○高橋分科会長 ありがとうございます。ほんとうにディスカッションしたくなるんです

が、すみません。後でと送らせていただいて、多分、今度は現場でそれこそマネジメン

トのもう一つの上のマネジメントをずっとされてきて、大分苦戦をされて苦労されてい

るという話は日ごろ伺っていたような気がするんですが、武田さんのほうにひとつよろ

しくお願いいたします。 
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○武田委員 ベネッセ次世代育成研究所の武田と申します。よろしくお願いいたします。 

  まず簡単に自己紹介も兼ねて私の立場と申しましょうか、スタンスをお話し申し上げ

たいと思います。もともと私は厚生省の役人を７年間やっていまして、その後ベネッセ

がちょうど介護事業を立ち上げようとしていた９９年にベネッセのほうに移って、もう

かれこれ７年以上たちます。というわけで、ベネッセが介護事業を立ち上げていく過程

をずっと見てきたという事業者の視点と、もう一つは政策に携わってきたという視点と、

その両面から参加させていただければと考えております。 

  今、高橋先生のほうからもご紹介いただきましたが、まずベネッセは簡単にどんな福

祉事業をやっているのかというところだけご紹介しておきたいと思います。大きく分け

ると高齢者福祉の領域と保育園という形になります。高齢者福祉の中心になっておりま

すのが高齢者向けのホーム、多くは特定施設の指定を取った有料老人ホームということ

になりますが、それ以外にも、いわゆる「類似型」と言われる高齢者住宅に在宅介護サ

ービスをセットしたもの、それからグループホーム、全部を足しますと全部で１０８拠

点ございます。定員数で言えば５,２００名、ご入居者も４,５００を超える規模になっ

ております。そういう意味では、社会福祉法人も含めて入居型の介護サービスでは全国

で一番大きな事業者の一つだろうと考えております。そのほかにも在宅介護の領域で訪

問介護、通所介護、居宅介護支援等々、全国で２０数カ所展開させていただいておりま

す。こちらの在宅介護サービスのほうは、入居型サービスよりも比較的小規模で、メイ

ンはやはり入居型という形になります。 

次に、保育園のほうですが、全国、と申しましても首都圏中心ですが、現在１９園、

うち認可保育園が１４カ所になります。ですから、認可保育園の数では、やはりこれも

日本では一番大きいのではないかとは思います。 

これら全体を合わせまして、勤務しているスタッフは総数で５,４００名おります。

ザクッと言えば常勤が３,２００、非常勤が２,２００ということで、大体３対２ぐらい

の割合です。やはり高齢者福祉のほうが領域としては大きいものですから、先ほどの５,

４００のうち高齢者関係が大体４,８００、保育の関係が６００というぐらいの割合に

なってございます。男女別に見ますと、５，４００のうちザクッと言えば男性１，００

０と女性４，４００ということで、やはり女性の非常に多い職場という形になってござ

います。我々も積極的に男性介護士なり男性保育士を採用していこうとしているんです

が、やはりこの領域はそういう意味では男性がまだ一本立ちして男子一生の仕事とする
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には至っていないのだろうなぁ、というのが実感です。展開エリアとしましては、高齢

者福祉、保育園ともやはり東京、神奈川、千葉、埼玉といった首都圏が中心で、あとは

名古屋圏、阪神圏。あとは地方中核都市、札幌ですとか仙台、岡山、福岡といったとこ

ろにも少しずつ展開しておりますが、主には首都圏中心の展開をさせていただいている

という形でございます。 

  今回、人材育成というお話をいただきまして、確かに資料３のほうに「人材確保は国

ベースで議論」と書いてあるところではありますが、やはり事業者としては人材育成の

問題と人材確保の問題は一体であるととらえております。要はいい人材を確保できなけ

れば、育成もへったくれもあったものじゃないということです。やはり人材確保の問題、

そして育成と言っても就業後の育成より以前、学校レベルでの人材育成というところも

含めて、一貫してとらえていかなければならない問題かとは考えております。 

  その中で我々事業者が置かれている状況としましては、介護保険がスタートした２０

００年当時というのはまだ正直申しまして世の中は不況の真っただ中でございましたの

で、それほど採用に苦労する状況にはありませんでした。不況の際には福祉職というの

はあまり採用に苦労しない、というのが戦後一貫して見られる悲しい実態なわけですが、

２０００年から２００２年、２００３年にかけてぐらいというのは、ある程度、人の確

保はできた。その中で、就業後の育成システムももちろん社内でつくってきたわけです

が、今はそもそも人材の受給状況が極めてタイトになっているというのが実感です。し

かも、首都圏ほど、言ってみればお客様の多いところほど人の確保というのが難しい状

況に陥っているのが実際のところです。 

    それでは、どういった人が今、福祉の業界でスタッフとして勤務しているのかという

のをとらえてみますと、まずやはり若い層がたしかに一つのロットとしてあるわけです。

しかしながら処遇の問題等が絡んで、大体３０代にかかるぐらいから、これで生涯食っ

ていくにはちょっと、という話で退職率が上がっていくというのが現状です。あとは女

性の場合、結婚して子供が生まれてという部分で抜けていくということで、３０代、４

０代というのが少なくなる。いわゆるＶ字型の構造はどこの業界でもある話ではありま

すが、女性が多い職場だけにより顕著にそんな構造になりがちです。 

  ３０代、４０代では、パートで勤務される方というのがもちろん多いわけですが、介

護の仕事というのはなかなか細切れでアルバイト的に入れる仕事ではない。特に我々の

ように入居型を中心にしていますと、ご入居者様の生活、これまでの人生の歴史という
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のを把握した上じゃないとケアができないという部分がございますので、時間的、日数

的に限られてくる方というのは、ある程度、一定の数しか雇用ができないということで、

どうしても３０代、４０代がゴソッと抜けがちです。あとは５０代に入ってもう子育て

を卒業したことと、それからもう一つはもう自分の親の介護というのが目の前に立ちふ

さがってくることによって、逆に意識が高まって、そういうところで働いてみようとい

うような方も増えてくる。というわけで、もう完全なＶ字の構造になっているのが現状

です。 

  私は育成、それから確保という点を考えたときには、大きく３つ問題があると考えて

います。一つは処遇の問題、もう一つはやりがいとか社会的評価の問題、もう一つは、

先ほど佐藤先生のほうからもありましたが、資格というものを制度が求めるようになっ

てきていることで、この仕事に携わるための間口がどんどん狭まっていくんじゃないか

という危機感、という大きく３つ論点はあるのではないかと。 

    まず第１の処遇の問題。あまりここで深く突っ込んでいく場ではないと思いますが、

やはり将来的に生活が成り立つような報酬体系というのが本来つくれなければならない。

ただ、我々の福祉事業の世界というのはいわゆる売上、１人当たりの顧客単価というの

が公定価格に縛られているという問題がどうしてもあるわけです。正直、普通のサービ

ス業であれば、いいサービスを提供して、稼働率と同時に単価を上げて、その分、処遇

を上げて、というプラスのサイクルに持っていけばいいわけですが、どんなにいいサー

ビスを提供しても単価を上げられないとなると、処遇の向上にも限度がある。こういう

非常に大きな問題を構造的に抱えている業界ですから、公定価格の問題を抜きにしては

なかなか処遇の抜本的な改定が難しい。ここは非常に大きなジレンマとしてどうしても

我々の前に立ちふさがっているところではあります。ですから、もちろん都としてどこ

までできるかという部分は重々承知の上ですが、やはり一番根っこの問題として認識し

ておく必要があるものと考えております。 

  次にやりがいとか社会的評価の問題です。例えば我々介護の世界と比較的近接した看

護の世界と対比してみますと、看護の世界というのは、新しい技術を習得して、目に見

える形でスキルアップが図れ、それをモチベーションあるいは目標にして、どんどん積

極的にスキルアップを図っていくというサイクルがわりあいつくりやすい領域だと思い

ます。一方、介護の世界というのは、さっきもちょっと申し上げましたが、ご利用者様

の過去生きてきた生活歴というのか、そういった過去を読み取った上で人生に寄り添っ
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ていく姿勢が最も重要です。要はいやしを提供できるのかどうなのか。言葉は悪いです

けれども、やはり非常に地味な世界なんです。ただ、非常に深みのある世界であること

も間違いなくて、はまってくれる方もたくさんおられるわけですが、ただなかなか若者

には魅力が伝わりにくいという部分もあって、どうしても入り口のところでなかなかい

い人材が確保しにくいという構造がある。これは日々事業をやっている中で実感してお

ります。この辺は一般的な学校教育なんかを通じて高齢者と触れ合う機会をもっと増や

すことができれば、ちょっとはましになっていくのかとは思いますが、このあたりが一

つの壁だと感じております。 

  最後に、先ほどちょっと触れました仕事の入り口の問題。我々が日々感じているとこ

ろを、さきほど佐藤先生が非常にクリアに数字にしていただいて、そのとおりだと実感

するところです。介護の仕事は、スキルの面ももちろん大切だと思います。ただ、割り

切って言ってしまえば、スキルの面というのは採用した後でいくらでも身につけること

ができる。経験年数の中でも身についていく部分ではあるわけです。ただ、先ほど申し

上げたように、ご利用者様お一人おひとりの過去に寄り添っていけるようなスタンス、

いやしの力というのはある意味で生来のもの、何か才能の領域にたどりついてしまうよ

うな、そういう面が非常に大きいなと、これは実感として感じるところです。ですから、

この天性の素養を持った人をいかに確保して、その素養を持った人を職場の中で育成し

ていくのかと、こういう話だろうと思うのです。実際そういう形でできるだけサービス

の質、人材の質を高めていこうとしているわけなんですが、今、介護福祉士の養成プロ

セスの見直し、それから介護福祉士の標準資格化の流れを見て、これ自体は全く反対す

べきものではなくて、スキルや知識水準の向上は目的としては非常にいいと思うんです

が、それによって間口が狭まってしまうようなことがもしあるとすれば、その中で先ほ

どの天性のある人というのは、もちろんその中でもっと限られてしまうわけです。最初

に資格が必要であることということがこの業界に入ってくる条件になってしまうような

ことがあれば、これは非常に恐ろしいことだと。間口を広くして、その幅広い人材の中

で、先ほどもありましたように、事業者が事業者の責任としてきちっと育成過程を持っ

て育てていく、そんな形がつくれるようにしていかないといけない。資格偏重というの

が行き過ぎると逆に危ない、ほんとうにいい人材というのが育たなくなってくるんじゃ

ないかと、こんな不安を日々感じているところでございます。 

  以上、非常に雑駁ですけれども。 
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○高橋分科会長 ありがとうございました。これも現場でマネジメントのお立場から、

我々に示唆的な議論を幾つかいただきました。ありがとうございました。 

  だんだん議論したくなってくるんですが、あとお二方のディスカッションを伺ってか

らということで、引き続き今度は社会福祉法人のお立場というか、これも最近話題のこ

ともいろいろあったりして、社会福祉法人はなかなかリスクマネジメントとか人材育成

の問題が大変だと思ったりいたしましたが、阿さんのほうからよろしくお願いいたしま

す。 

○阿委員 社会福祉法人は非常に針の山のようなところに立たされているような現況でご

ざいますが、まず一つ社会福祉法人の社会的な背景というのは、今、先生方が大体おっ

しゃったように幾つか人材育成の中で課題があるということで、社会福祉法人は介護

保険制度導入の平成１２年から平成１７年の改正まで、市場原理の中で経営・運営

改革と組織改革の課題に取り組んできました。 

特に稼働率を目標に、人員配置基準の資格者確保から職員確保を優先してきまし

たが景気回復と企業業績の上昇にともない、福祉事業への求職者は減少しており人

材確保に苦慮しています。 

  中長期経営計画策定は人材育成計画を重視し、O J T から O F F-J T、自己啓発

による介護技術や業務知識を習得させ、資格を取得させる努力をしてきましたが、

他の事業所に転職してしまうなどの課題も生じています。人材を育成する担当職員

たちは、せっかく育てた人材を失うことで育成する意欲やモチベーションが低下し

てしまうことになります。理由は幾つか有りますが職員処遇に関することも大きな

理由と思っております。 

それからもう一つ大きいことは、介護保険報酬に人材育成の経費が、どのように

積算されているかです。育成や研修をマネジメントする専任職員が配置されている

法人や事業所は僅かと思います。育成計画から研修実施、業務調整など、専任の育

成担当者の経費が必要になっています。 

また、人的な経費の他に、パソコンでの業務手順書の活用とか、グループウェア

などのソフトを活用しないと効果が期待できないことがあります。特に職員が多く

なればなるほど、機器やソフトが必要になりますので、法人や事業所単位ではなか

なかその負担ができません。人材育成の経費にかかわる課題です。 

  それからもう一つ、教育関係者と福祉関係者のコミュニケーションとか連携が最近、
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非常に希薄になってきているような気がするのです。これは事業者が大変多くなったか

らそういうふうになっているのか。昔は学校関係者と現場と職員の間に非常に密接な連

携があって、何かあればコミュニケーションがとれた時代であったが、今はそれがなく

なってきていると。それともう一つ、本来、教育期間の中で習得していただかなければ

いけない一般常識とか、ビジネスマナーとかサービスマナーとまではいきませんが、一

般常識みたいな基本的なホスピタリティーが学校教育の中で学習されてくるのが本来の

姿じゃないかと思うのですが、それがなかなかされていなくて、結局、現場に来て初め

て基礎教育を受けることと、教育期間なしに現場の中で業務をしなければならないとい

うところに課題も起きていると。 

  そういう社会的な背景のほかに、社会福祉法人自身の課題として、中長期計画に

経営ビジョンから組織ビジョン、人材ビジョンの構築や改革が具体的に策定されて

いない法人が多いのも実態です。基本的なビジョンが不明確で、基礎教育や業務研

修の内容も少なければ、知識・技術・経験不足の新卒職員・中途採用職員だけでな

く、業務に関わる職員全員が不安や不満を持って働いていることで課題となります。 

  それから介護業務は２４時間体制です。夜勤の回数が月に３回程度が理想的です

が、月に８回ぐらいになりますと、ほとんど日勤する時間がとれません。勿論、研

修に参加する機会も非常に少なくなってきますので、現場に入ってみないとわから

ない業務の姿があります。利用者の生活情報や疾病情報、コミュニケーション不足

は、職員にとって大変不安で、不安を持ちながら教育、研修を受けないままに業務

についている。このような環境で人材育成を期待することができるかという問題。 

  そのことで、利用者の生活情報や個人情報、それからコミュニケーション不足は職員

にとって大変不安で、不安を持ちながら教育、研修を受けないままに業務についている。 

その他、準職員の構成が大きくなっており、その準職員の研修も、雇用時間・日

数などの条件が複雑で、なかなか研修に参加する機会が持てない問題。給与に人事

評価制度の導入も大変多くなっておりますが、正職員と準職員の業務の位置づけの

課題から評価制度にも影響があると思っております。 

  実際に現況と課題という形から申し上げたいことはたくさんありますが、今後またそ

ういうお話ができると思います。 

最後に、人材育成担当者から管理者までの体系的な育成と新たにコンプライアン

スの整備など、多くの課題をかかえています。新しい人材育成を推進するために、
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法人役員や評議員のかかわりまで検討する必要があると思います。 

  それから、外部研修の機会が、東京都においても機会が少なくなってきている。ケア

マネについては東京都のほうで直接研修する機会があるんですが、幹部研修、マネジメ

ントをしなければいけない管理者の研修が体系的になかなかしていただけるところがな

い。これが私どもにとっては大変負担が大きいということでございます。 

  以上でございます。 

○高橋分科会長 ありがとうございます。これも後ほどちょっと。社会福祉法人、これは

長い間、社会福祉事業として非常に公的な関与が強かったわけですが、これが相当部分、

介護事業に移行して、そこら辺、さまざまな問題が起こっているというのと、それから

もう一つは、社会福祉法人はある意味で言えば企業で言うと中以下ですよね。阿さんの

ところはかなり大きいほうですが、そういう意味ではおそらく零細あるいは中小の問題

が、措置時代の福祉に絡んできているという、何かそこら辺のことがあるかと思いなが

ら、これは１４年以降のあのときからずっとやっていたことの一つのモチーフはそこら

辺だったかと思いますが、また改めて後ほど議論をしていただきたいテーマかと思って

おります。 

  それじゃ引き続き宮崎さんのほうからよろしくお願いいたします。 

○宮崎委員 エイデル研究所の宮崎でございます。今回初めてこの委員会にお招きをいた

だきました。私どもは民間のシンクタンクでございまして、東京都が今推進されており

ます事業等にも幾つかは関与させていただいております。 

  最初に自己紹介を兼ねての発題ということで、率直に幾つかの点をペーパーにまとめ

させていただきました。時間もあまりありませんので、ポイントだけお話しさせていた

だきたいと思います。 

  まず、この分科会にかかわるテーマについてでございますが、私どもも平成５年の厚

生省告示の「福祉人材確保指針」以来、幾つかの事業に関与させていただいてまいりま

した。平成５年には、人材確保指針に基づいて「社会福祉従事者の養成研修のあり方に

ついての検討委員会」が厚生省の委託事業で全社協さんに立ち上げられました。委員の

一人として参加いたしましたが、この報告書を受けてその後、幾つかの具体的なプログ

ラム開発、テキスト開発あるいはそれを指導する指導者の養成研修の開発等、かかわり

を持たせていただいてまいりました。２０００年に介護保険に移行してからは、特に東

京都では特別養護老人ホーム等の経営支援事業として３カ年間の研修プランがございま
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したが、これのプランニングとか指導にも都の社会福祉事業団さんの委託を受けて私ど

もが関与させていただいたところでございます。現在も民間社会福祉施設経営改革等推

進事業において、幾つかの施設のコンサルティングを担当させていただいております。

そうしたところの経験を踏まえて、幾つかこれからの社会福祉のサービス事業主体を中

心とする人材育成ということについてまとめさせていただいたわけでございます。 

  まず最初に、人材育成の必要性の認知と現実ということについてでございますが、私

ども民間の企業の人材育成事業の施策推進にもかかわっておりますが、企業と比べて人

材育成の必要性についての認識そのものは大変高いんではないかと思っております。例

えば、先ほどもお話がありましたが東社協さんのさまざまな研修プログラム、例えば１

００コースあるんでしょうか、というような中でも、参加率も大変高いし、受講態度も

大変熱心ですし、そういう状況を見ておりますと、研修とか人材育成に対する認識とい

うのは大変高い。特に事業主体の皆さん方も、先ほど阿さんのお話もございましたが、

そういう状況にあるかと思います。ただ、実際の成果ということになりますと、いろん

な問題があります。人材が定着しないとか、あるいは職員処遇上の問題とか、それに伴

ってのモチベーションの問題、あるいは人材の流動化の問題等がございます。いろんな

要因はありますが、人材育成の成果が上がっているのかという視点で見ると、まだまだ

発展途上、成熟途上にあるというのが率直な印象です。 

  したがって、そうした現状を踏まえた上で、なぜそうなっているのかということの原

因にも目を向けながら、新しい体制の整備と推進施策を構想していかなければならない

んではないかというのが率直な印象でございます。特に人材育成の到達ゴールが必ずし

も明確になっていないという現実があります。これはもちろん種別とか職種によって違

いがありますが、人材育成は大切だという抽象的なイメージで取り組んでいる実態があ

りはしないだろうかと思います。もっと具体的な目標イメージ、到達ゴールイメージを

設定していく必要があるんではないかと思います。 

  そうした観点に立って、これからの福祉人材育成を考えるに当たっての発想転換の必

要性について、これは事務局サイドから冒頭お話がございましたこれまでの議論の経過

とかなり類似している部分がございますので、簡単に申し上げたいと思います。 

  ５点ほど挙げさせていただきます。まず第１番目のポイントとしては、措置制度の時

代と利用契約制度の時代とを区別をして、ステージが違うということで、その中での人

材育成論をきちっと整理していく必要があるということです。その視点は、１４年に出



－26－  

された報告書の中でも出されていることかと思いますが、新しく出された東京のビジョ

ン等でも、新しい自立という概念が出ておりますけれども、そういうことを前提にしな

がら、やはりこれからは措置の時代のような形での都の支援ではない。そこのところを

例えば事業主体に対してもきちっと示していく必要があるということです。利用契約制

度においては、基本的には事業主体、それにかかわる地域の皆さん方が主体となって人

材育成を進めるということの位置づけをしていく必要があるのかと思います。特にこの

点は社会福祉法人を中心としたサービス事業主体に対して、その趣旨の徹底が必要では

ないかと思います。その上で社会福祉法人としてどのように個別法人施設の中で人材育

成機能を確立していくのか。そしてまた、その組織体制、あるいは体系的、継続的な推

進を図っていくのかということを具体化する必要があるかと思います。 

  第２点としては、人材育成の目標について、これも先ほどから議論があるところでご

ざいますが、私もやはり福祉の専門性の向上の領域と、マナー等も含めてでございます

が、組織性の開発という２つの側面から議論していく必要があるのかと思っております。

専門性を深めれば、チームの一員としてのいわゆるそれぞれ役割の担い手としての資質

能力が身についてくるのかというと、必ずしもそうではないのではないか。やはり初任

者段階から組織人としての、例えば本来ならば学校で習得すべきような社会人としての

意識であるとかマナーであるとか、そういったことも含めて徹底していく必要があるか

と思います。特に組織性の開発では、やはり経営管理能力であるとかマネジメント能力

の向上、特に事業主体におけるミドルリーダー層のレベルアップについて具体的なプロ

グラム開発をして、それをどう支援をしていくのか考えていかなければならないかと思

います。 

  ３点目としては、具体的な人材育成の推進施策でございますが、これについてはやは

りしっかりとした研修管理の発想が必要です。特に事業主体の中では当然、個別の法人

や施設の理念、あるいはサービス目標、それらを実現する一環としての研修ということ

が位置づけられてこなければならないと思いますので、そういうところを明確にしなが

ら、個別の事業主体としての研修体系とかあるいは研修の実施要項、こういったことを

整備する。そして、それらを実現するための研修施策、具体的にはＯＪＴとかＯＦＦ－

ＪＴ、あるいは自己啓発支援、こういったことをどういう形でやっていくのか。そうし

たところを整理していく必要があるかと思います。そういう中では、特にこれからはＯ

ＦＦ－ＪＴとか派遣研修ももちろん重要でございますが、ＯＪＴを意識的に計画的に推
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進できる体制をそれぞれの事業主体の中でどう確立していくのか、これが非常に重要な

ことかと思います。それは実は組織的な整備と同時に、指導する側のミドルリーダー層

の指導力とか、そういうものが非常に重要になってまいりますので、それとの連携の中

で考えていかなければならないことかとも思っております。 

  このことに関連しますが、社会福祉のサービス事業領域では特に社会福祉法人を対象

とした外部研修、それでも民間と比べるとかなり低額料金のコースがたくさん準備され

ています。そうした外部研修をもっと有効活用する視点が必要です。ただ、それに出る

だけではなくて、出たあとをどうするかという問題を整理していく必要があるのかと思

います。 

  第４番目、５番目として挙げておりますのは、先ほどの事務局報告にもあったことと

同様の問題ですが、やはり人材育成施策は人事管理施策、特に評価制度との連動を抜き

にはその実効性が上がらないだろうと思います。そうしたことについてこの分科会でど

うしていくのか。さらには処遇問題はなかなか難しい問題ですが、職員処遇に対する評

価結果の反映といった問題についても検討が必要です。 

  いずれにしても、５番目に挙げましたがこれからの人材育成の考え方としてはＣＳの

実現、ご利用者満足の実現を目指していく。しかもそれは一種の市場原理のもとで競い

合う中で、お互いに向上していくということでございますので、そういう観点に立って

考えていかなければならないとは思いますが、それは結局は職員の満足ということが前

提になりますので、そことの兼ね合いの問題として考えていく必要があるかと思います。 

  最後に私なりにこの分科会に参加するに当たっての幾つかの課題認識といいますか、

私が現時点で考えておりますことを簡単にまとめさせていただきます。１つは、前半で

もお話をさせていただきましたが、まずは基本的スタンスとしては東京の新しく策定さ

れたビジョンを前提とした人材育成施策の具体化が必要だろうと思いますし、そのこと

について私も考えてまいりたいと思っております。それは結局は到達ゴールとしての人

材像が新しい自立ということの、今回のビジョンで示されている方向性に基づいた相

談・支援人材像であるだろうと思いますし、そのことをより鮮明に打ち出していく必要

があるのかという点でございます。 

  ２つ目に、「選択」そして「競い合い」、「地域」というのがキーワードになっている

わけでございますが、それを前提とした人材育成施策であるということです。それは明

らかに措置制度の施策とは異なった施策だろうと思いますので、その違いをはっきりさ
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せていかなければならないのではないかと思います。では、そこで求められる人材像と

いうのはどういうことなのかということも考えていかなければならないと思います。私

は仮にここでは自立と連携型の人材像とさせていただきました。つまり担い手としての

しっかりとした基軸を持ってもらわなければならないということが一つでございます。

担い手としての基軸というのは規範意識がまず前提になるだろうと思います。同時に自

身が所属する組織やチームの中での機能や目的をきちっと認識できるということと、そ

して自身の所属する職務についての支援スキルをきちっと持っているということ、さら

には意思や志ということです。そういうことが実は担い手に求められる一つの基軸なの

ではないか。それをきちっと持った自立型の人材像ということを打ち出し、しかもチー

ムケアとしての連携をきちっと図れる、そういう人材像を明確にしていく必要があるよ

うに思います。その辺について、ぜひ議論をしていただければと思っております。 

  基本的には「選択」と「競い合い」、「地域」というキーワードを枠組みに検討を進め

られていくわけですが、一番大事なのは事業主体の人材育成責任をより明確にしていく

ことだと思います。それをはっきりさせることと同時に、それに対する支援施策をどう

するのかということかと思います。 

  そして、さらには「地域」というキーワードで見ますと、地域社会におけるこれから

求められる多様な福祉人材像についても一方では考えていく必要があるかと思います。

もちろん地方と東京のような大都市とでは異なりますので、そうした東京都の特徴を踏

まえての人材育成施策ということになろうかと思います。 

  資料では事業主体における人材育成施策推進への支援事業ということで幾つかポイン

トを挙げさせていただきましたが、事業主体において私が感じておりますのは、人材育

成機能が組織内にきちっと位置づけられていないと。施設長や経営者の方々は認識はあ

るのですが、それを具体的にオペレーションレベルで推進する機能が組織内に必ずしも

明確にされていない。またそれができるような組織体質になっていない。したがって、

それぞれの事業主体の中で人材育成にしっかり取り組んでいただき、その成果が出るよ

うにしていただくためには、そうした機能を整備していくことが非常に重要な課題かと

思います。同時に、経営理念とかサービス目標に関連した個別法人施設レベルで求めら

れる人材像を明確化していく。そのためのガイドラインを示してやるというようなこと

も必要かなと思います。人事管理との連携は当然求められてくるかと思います。そして

もう一つ重要なことは、社会福祉事業の中で培ってきたさまざまな経験知とか暗黙知、
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ノウハウが、一部継承はされておりますが、実は形式知化されないということです。も

っとこれを人材育成という視点に立っても、暗黙知や経験知の形式知化をしていく。そ

して業務標準をつくる。さらにそれに基づく新しい形式知を創造する。あるいは育成に

つなげていく。そういったことを今後はむしろもっともっと意識的に取り組んでいく必

要があるかなということです。そういうことをやることによって、実は組織の中で人材

が育ってくるのではないかという感じがいたします。 

  最後に、地域という観点に立った地域福祉推進の担い手としての福祉人材をどう考え

るかということで幾つか挙げさせていただきましたが、これについてはあとでまたいろ

んな観点から議論させていただきたいと思います。 

○高橋分科会長 ありがとうございました。大分盛りだくさんの４人の方からのお話をい

ただきましたが、４人のお話はサービス提供事業者におけるヒューマンリソースという

か人材のあり方という１本の筋があったかと思っておりまして、少しそこら辺はこれを

ちょっとまとめると、かなりいろんなことが見えてくると思います。 

  そんなことで、残された時間のお約束は５時半までですが、お差し支えのある委員の

皆様がいらしたら、なるべく５時半と思っておりますが、若干延びるかもしれませんが、

あらかじめお許しをいただくとして、まずは事務局のほうでお出しいただいた資料説明

についての合意合わせがまだできておりませんので、まずそこら辺からご質問等があろ

うかと思いますので、少しご意見をちょうだいいたします。とりわけ資料３は今までの

経過で、総会でこんなことがありましたということですが、資料５が多少、事務局のほ

うで整理をしていただいて、なかなか苦労しながら整理をしていただいたということが

あろうかと思いますので、概念の使い方とかはまだ多分、さまざまなご意見をこれから

いただけるかと思います。議論としてはきょうのここでスペシャリストと書いてある、

スペシャリスト、ゼネラリストという言葉づかいがこれでいいのかどうかまた議論が多

分あるかと。それからケアワーカー、コーディネーターと例示としてお出しいただいた

が、これもこれでいいのかという議論がありますが、さしあたりきょうは右側のサービ

ス提供事業者の課題を、とりわけ大都市部東京ということも相当意識しながらご四方か

ら出たので、ここら辺は相当内容豊富な議論ができたかなと思っておりますが、ここら

辺を出発点にして、ちょっとご質問やご意見も伺えたらと思っております。どうぞ、武

田さん。 

○武田委員 まず最初にやはりフレームワークのところが非常に気になっています。大き
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く分けると、学校であったりヘルパー養成研修等であったりといった最初の育成過程が

あって、採用の部分があって、それから社内でのＯＪＴなりＯＦＦ－ＪＴがあって、と

いう時系列でとらえたときに、今回のこの分科会がターゲットにするのはどの範囲か。

基本的には、わりと入社・入職してからという意味合いが強いように感じるわけですけ

れども、その辺のフレームワークをどういうふうにとらえたらいいのか。このあたりが

一番気になっております。 

○高橋分科会長 これはむしろ事務局のほうからも問題意識的にお答えいただく必要があ

るかなと思いますけれども、一つはこれはどうしても高齢者ケア中心にならざるを得な

い側面があるんですが、障害や児童は逆にこれから子育て支援の問題がかなり大きなテ

ーマになってきますと、量的な問題で議論するのはなかなか難しいんだけれども、はっ

きりしているのは２０１５年にかけてケアの対象者が当然、猛烈に増大する。要するに

大都市型高齢化というのがこれから本格的に始まるという状況で、高齢人口でいくと埼

玉は６０万人、６５歳以上人口がこれから増えるんだけれども、東京は神奈川の次ぐら

いで６番目か７番目ぐらいですよね。それにしても、４割、５割高齢者がこれから増大

する。ということは、少なくとも要介護人口の出現率が縮減できないとすれば、やはり

それだけのサービス需要がここ１０年から２０年、急増するという大前提がある。それ

から障害についてもこれから基本的にサービスの構造変化の中で、今まで施設中心から

大都市の生活の場にどんどん戻ってくるということで、そこで相当なサービスの供給の

必要性が増大する。児童の場合はクォリティアップというレベルかと思いますが、そう

いうことでもやはり、ということ言えば、それは当然、授業料の増大があるとすれば、

そこで従事する職員の増加を求めざるを得ない。一方で、やはり地域生活支援という議

論で言えば、従来の施設在宅パラダイムが大きく崩れていって、地域ケアを中心とした、

これも今までの議論で言うと在宅家族介護補完型でなくて、東京の場合はとりわけ単身

所帯中心に夫婦所帯が増えますから、そうするとあらかじめ地域ケア、それからそのタ

ーゲットが先ほどの議論で言えば、高齢者で言えば認知症になりますから、認知症とい

うのはやはり従来型施設ケアは明らかに限界がある。そうすると、新しいタイプのサー

ビスの量的な増大、従事者の量的な増加の問題があり、その中の質的な変容があると。

要するにサービス提供事業者も今までは社会福祉法人と施設経営法人という議論で考え

ていればよかったのが、本来はそうでないにもかかわらず、やはり東京はどうもまだ施

設経営法人的な行動様式が、措置の時代の残滓が残り過ぎているという感じがあって、
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新しいタイプの仕事にチャレンジされる社会福祉法人はちょっとやや弱いというのが、

これは事務局としても吉川さんあたりはいろいろ感想があるのではないかと思うのです

が、それはやはりある種のイノベーションが必要になって、事業体のイノベーションと

いうか、それは相当いろんな形で要求されると。一方で、先ほどの議論という話がまず

大前提なんだと。 

  そうすると、やはり先ほどの養成の話、それから育成の話ということで言えば、大東

京でとれだけの福祉人材が質・量ともにこれから必要とされるかという想定の中で、既

存の養成・育成のシステムが、どの程度ワーカブルであり得るのかという議論を東京ベ

ースで少し認識や問題の課題をやや、２０１５年、だって人材育成というのははっきり

言えば今、介護福祉士の改革をやっているんだけれども、あれだって、実際に養成が始

まるのは三、四年後ですから、あれはターゲットは１５年から２５年ですよね。１５年

から２５年ぐらいの中長期的な視点でそういう需要と人材、そして一方でもちろんます

ます若い人口が相対的に減少していくわけですから、そうすると、きょう先ほどから出

ている他職種との人材競合の話というのが、これは極めて深刻になるという状況の中で、

東京の置かれた福祉人材の議論が多分あると。その上でという。そうすると、そこら辺

の事態の認識については多分、事業者やいろんなかかわりのある方に東京都のこの審議

会としてメッセージは出さなきゃいけない。人材をめぐる環境条件がどういう状況にな

るかというメッセージは相当ある予測仮定に基づきますが、これは出さざるを得ない。

その上で、先ほどの議論をもう少し分解しながら、資料５を相当バージョンアップしな

いといけないと思うんですが、少し整理をしながら、来年ということは、中期的に東京

都が東京都の福祉人材政策として何ができるのか。要するに今のやり方でやれるものは

何か。やはりイノベーションしないといけない。ですから、多分ターゲッティングみた

いことはその裏にどうしても必要で、どういうところに焦点を合わせて東京都の施策と

してやるべきかという提案を、審議会の少し自由な立場からいろいろ言ってみると。と

いうような、そんな話が多分次という、大体そんな、まだちょっと中小的で恐縮ですが、

そんなイメージを持っておるんです。 

○武田委員 まあ、クォリティの問題はもちろん最後にはたどりつかなきゃならないとし

て、その前提としてどうしてもクォンティティの問題というのは避けては通れない。そ

ういう認識でよろしいですか。 

○高橋分科会長 はい、そうですね。 



－32－  

○武田委員 わかりました。 

○金内委員 先ほどからお話を聞いていると、今、高橋先生のほうから若干の論点整理が

ありましたが、現在、働いている人、あるいはこれから働く人について事業所でどうや

って人材育成をしていくかという問題が一つあると思います。それについては、この審

議会ではこうしたほうがいいんじゃないかというような提言というか、そういうものを

出すべき立場だと思います。それからもう一つは、私は全体的に見て２つ大きな問題が

あると思うんです。一定の福祉の市場と言うか、ニーズがあって、それに対してどのぐ

らいの量、ある程度の質を有したサービス労働者の量、管理職を含めまして、それをど

うやって全体として育成していったらいいのかという問題があります。それからもう一

つは、いかに競い合いと高齢者で言っても、まだまだ最低レベルのことが守られていな

い。例えばこの前、特養でああいうような一種の虐待があった。虐待対策などはもう５

年も６年もかかって、我々福祉関係者はやっているわけです。そういう全体的に一定の

ミニマムを確保するためにどうしたらいいのかという問題がもう一つあるわけです。特

にこの分科会は東京都という、行政的な立場から見るとするならば、後者の２つという

のは非常に重要だと思います。これについては、福祉の全体から見ても重要ですけれど

も、それぞれの個々の事業者から見れば、どうやって育成していったらいいのか。それ

から国の福祉、特に介護制度の問題はありますが、どうやって自分たちのサービスを上

げるために人材を確保していったらいいのか、能力を向上していったらいいのかという

のは、現実的な問題として重要であると思います。 

○高橋分科会長 ありがとうございました。佐藤さん。 

○佐藤委員 ちょっと僕、東京都の福祉行政でやり得る範囲が何なのかよくわからないの

ですが、今回の「福祉人材の育成」というテーマでやったときに、多分、育成の前に先

ほど言いましたように定着の前に確保の問題がある。確保から始まって、育成し定着し

てもらうという全体の流れが必要になると思うんですが、そうすると、東京都がやり得

る政策手段はどういうものがあるのかというと、一つは育成で言うと東京都が直接教育

をやっているのもあるみたいですし、あとは民間の例えば専門学校等をやるようなとこ

ろがそういう分野の教育をやるように少しエンカレッジすると。専門学校はこれは東京

都ですよね。都がやっている。あとは企業、事業主がやる教育について、情報がないと

かテキストがないとか、そういう情報提供をするとかという。つまり都が直接やるとか、

あと外部の研修機関がやるのをエンカレッジするとか事業主がやるところがあるんです
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が、ほかにどういうのがあるのかというと、もう一つは、これは保健局以外のところは

どうするのか。例えば人材の確保ということだと、東京都の都立高校なんかの生徒さん

が福祉系に関心を持って進学してもらうとか勉強してもらうとかというようなことがあ

るかもわかないし、あとは非労動力化している主婦なんていうのを労働市場に出てもら

うなんていうのが実はすごく大事かもしれない。そうすると、それはマザーズハローワ

ークなんかつくったのは厚生労働省だけど、例え非労動力の人たちにこういう分野に関

心を持って、例えばヘルパーとして働こうとか、今の若い人たちに福祉系の仕事分野に

関心を持って出てもらうなんていうのもすごく大事だと思うんですが、そういうことま

で含めて議論するのか。つまりこの福祉保健局以外のところまでやるかどうかというの

はどうなんですか。 

○高橋分科会長 そこら辺は社会福祉審議会の議論なので、わりとフレキシブルに幅広に

やろうと。 

○佐藤委員 やっていいんですか。 

○高橋分科会長 それで要するに今、もう局の縦割りの時代ではなくなっているので、こ

れはむしろ福祉保健局からこうテーマが出た。それは、例えば局長のほうメッセージを

出すということは、一昔前よりはよほど、フレキシブルになったのは、私はずっと障害

のあれをやっていて、ほんとうに時代が変わったと思ったのは、要するにずっとあれに

ハローワークの人まで来るのです。国の職員まで職員の審議会に出て議論に加わってく

ださる時代になったので、それを少し幅広でやって、それでそれを福祉保健局のほうで

どうしていただくかというような、福祉保健局の指向を少し広げて差し上げると言うと、

ちょっと口幅ったいけど、そんなことでいいのかと。 

○佐藤委員 じゃあ、それは領域はあまり気にしないで、このテーマでとりあえず議論を

してみて、どうなるかは別としてですね。 

○高橋分科会長 はい。大胆にやろうと。で、よろしいですよね。 

○吉村企画課長 はい、今課題設定をしている段階なので、先ほど育てるとかありました

ので、それがどちらかというと先ほどの資料５では下に「今後、短期的課題、中期的課

題に整理する。」ということで、スパンがまだ整理できていない。そこで、そういう整

理をしていただいて、じゃあ、中長期的にどういうふうな考え方を審議会として出して

いただくのか。あるいは短期的にはもう考え方というよりは、こういうことをもうやる

べきだというような課題を出していただくのかという整理の問題だと思います。 
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○高橋分科会長 ですから、もうこれは既に端緒というよりも、これでさっき金内さんが

おっしゃったことはもうほとんど出ていると思うんです。これはマニュアルまでつくっ

たんだものね。ところが、それをこなしてくれていないという現実があるんです。いや、

もうこの間の事件は虐待の問題じゃなくて、あれは法人としてのリスクマネジメントの

問題ですよね。改めてリスクマネジメントの中で職員をちゃんとあの中でトレーニング

していなかったという事件で、虐待問題はむしろその一つの現象の出発点であって、は

しなくも今の社会福祉法人のあるレベルとあえて言いましょう、ところで起こっている

ことが、ああいう形であらわれたにすぎないぐらいの感じで実は僕は認識しているんで

すが、ごめんなさい。ちょっとしゃべり過ぎたので、どうぞ。 

○阿委員 今、お話が出たことと重なるのですが、人材育成については、社会福祉法人

自身が取り組む問題と制度・政策的に検討していただきたい課題があります。介護

保険導入後、法人の事業経営は制度・政策の影響を受けやすく、中長期経営計画で

策定した内容も短期間で修正する必要が多くなっています。人材育成は、経営計画

から資金活動計画、人員計画を関連させて策定し、中長期間の中で確実に実施して

いくことがもとめられている。課題のあるコンプライアンスや虐待の問題も一例で、

問題が起きると対処療法的に解決したり研修したりするだけでなく、法人が意識改

革できるかの検討まで触れていただきたい。 

  先ほども虐待の問題が出た場合も、ほんとうにその虐待が職員だけの問題なのか。ど

ういう対策をすればいいのか具体的で実践的な研修がされている中でも、このようなこ

とが起きるわけです。先ほどからの課題を実践的に、より具体的なところで育成研修で

きる時間の問題や課題が解決していないから、このような問題が起きることであって、

この問題だけを部分的に取り上げることではなくて、もっと大きい視点で論議していか

ないと、常に問題だけがあるということになるような気がするのです。介護保険制度、

育成の課題などは、東京ビジョンから審議会の文章を読んでみますと、意見として出さ

れているような気がするのです。ただ、具体的なことを多く検討できるようにしていた

だきたいです。 

○小林副分科会長 幾つか議論の枠組みを考えてみたいんですけれども、資料５と７のこ

の資料をずっと今、どなたかのお話を伺いながら考えていたんですが、大きく分ければ

人材育成という場合に２つやり方があって、これは皆さんも共通ですけれども、事業体

ないしは組織で対応しなければいけない課題と、もう一つは組織では対応できないので、
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政策的あるいは外部の研修機関等にということで、これはどっちかというと社会的とい

うか、都全体と考えていいと思うんです。この２つの間でどういう役割分担をしていっ

たらいいかというのがどうも大きな課題としてあるらしいというのをまず置いてみたい

と思います。 

  私、ちょっと勉強していないんで恐縮なんですが、前の議論では、これは人材は基本

的には組織体、つまり事業体の責任だという方向になったんですか。つまり、社会的に

というか、あるいは都がとか、行政がでもいいんですけれども、そこが何を固有の領域

として担わなければいけないか、そういう議論にはならなかったかというのが今のお話

を伺っていて、やや気になった論点の一つです。これをまず前提に置きたいと思います。 

  ２番目ですが、じゃ、事業体の問題をどう考えるかということですけれども、先ほど

宮崎委員のほうからお出しいただいたペーパーの中に、３ページのところにＣＳとＥＳ

とＭＳというこれは大変おもしろい、これは実は組織バランスという概念から出てくる

概念ですが、利用者も満足する。職員も満足する。経営者も満足するという３つの満足

があったときに組織が非常にうまくいくんだという、ある種の予定調和的な考え方です

けれども、こういうのがあるわけです。ＣＳはまあいいとして、問題は職員満足、ＥＳ

のところにどの程度、研修というのが組み込まれているのか。ほんとうに職員の満足と

いうのが研修を通してある部分、実現するという体制に今の組織体、事業体がなってい

るのかどうか。きちんと位置づけられているのかどうかという問題があるんじゃないか

と思います。ちみなにもう一つの経営の満足ですが、これは例えば今、学校で幾つか実

験的に行われているような校長を外から雇って経営者を変えたら、ガラッとよくなった

とか、そういう話というのがあるのかどうか。この３つの要素が確かに組織の運営、事

業体の運営にとって非常に重要なんですが、これはどういうふうになっているだろうか

ということをちょっと今考えたんです。市場化したということによって、この３つの要

素、つまりＣＳ、ＥＳ、ＭＳというのは果たしてよくなったんですか、悪くなったんで

すか。措置時代と比べてこのＣＳ、ＥＳ、ＭＳというのは悪くなったのかよくなったの

か。その中で研修というのはどう位置づけられるようになってきたのかということを考

えたんですが、何か伺っているとあまりいい方向じゃないんではないかと。育てても育

てても外へ行ってしまうし、取られてしまう。どうも何か少なくともＥＳのところの研

修、システムがうまくいっていないという方向になっちゃったのか。この辺、どういう

評価をするかというのが一つあってもいいかという気がするんです。これが２番目の論
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点です。 

  ３番目の論点ですが、先ほどの資料５と資料７、これを見比べていたんですけれども、

これは先ほどの社会的育成、あるいは行政、都としての育成と事業体の育成と例えば仕

分けした場合に、どういうふうになるんだろうかと。資料７ですと、経営者の経営能力

の育成というのはこれは組織の中でできるのか。各種リーダー、技術的スキルの育成と

いうのは、これは組織の中のほうがいいのか、社会的、つまり専門機関も含めた育成が

いいのか。マネジメント能力というのはどこがいいのか。佐藤委員のお話を伺っている

と、どうも何かヘルパーさんに関しては資格とか何かはあまり関係なくて、もっぱらＯ

ＪＴが一番効果的に働くらしくて、資格なんかはあまり関係ないということですが…… 

○佐藤委員 いや、必要ないと言うつもりはないですけれども……。 

○小林副分科会長 あまり影響しないと言っていただけなので…… 

○佐藤委員 そうです。それはミニマムだけど、ミニマムでいいわけではないと。 

○小林副分科会長 だから、そうすると、これは組織に任せたほうがよろしいということ

になって、あまり社会的何とかというのは、どっちかといえば必要ないと、そういう結

論になるのかというようなことを考えた。だから、この辺、非常に重要なのは、組織の

中でやるときの研修というのは、どこまでを期待すべきか。特にこの図で言うと、私は

先ほど宮崎委員、あるいは金内委員の発言が重要だと思うんですけれども、コア人材は

いいんですが、その以前に人材のもう一つ中に入っている普通の職員の人材の確保です

よね。つまりきちんとある種のレベルが確保できるという、その人材育成はこれは組織

でしかできないはずなので、そこもやはり視野に入れなくちゃいけないんじゃないかと。

それがないと、コア人材が確保できれば、この一般人材、通常の職員の育成はできるの

か。そうではなくて、やはり何か違う人材育成システムが必要なのかどうかというのも

ちょっと考えたほうがいいんではないか。いずれにしても、都でやれる話と組織として

やっていただきたい部分と、もうちょっと仕分けするような議論があってもいいんでは

ないかというような気がいたしました。 

  あと一つだけつけ加えますが、いわゆる東南アジアの介護職員の人材育成の問題は、

都としてこれは議論は出ているんですか。これはもう、多分必要な議論になってくるの

かちょっとわからないんですが。 

○高橋分科会長 必要だと信じている人たちと、そんなのだめだと言っている人といる。

それから、大体入ってきても、量的に無理だという議論と多分あるので、そこら辺はま
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た。 

○小林副分科会長 取り扱ったところから長期、短期の問題とかかわってきますが、ちょ

っとその辺の外的な需要ですね。なおつけ加えると、東京というのは実は人材にはある

意味で恵まれていまして、地方で優秀な人材が東京にちょっと腕を磨きに行ってこよう

と。やはり地方では何かおもしろくないんで、東京で何かやってみようと出てきた人が

結構いるんです。 

  それからもう一つだけ言いますと、ちょっと時間はすみません。さっきの専門職学校

の話ですが、ちょっと私は今、認識を改めていまして、若い人たちにきちんと介護の力

をつけるとかなりいいんです。施設なんかではわりとそういうきちんとした教育ができ

ているということで、理論とか実践ができている。ところが在宅はだめみたいですね。

在宅はやはりいろんな生活の知識とか経験がないと、なかなかうまくいかないので、や

はり先ほどの佐藤さんのご発題いただくように在宅はやはりどっちかというと経験値が

非常にものを言うと。だけど施設できちんとある種のトレーニングをしてやるという場

合には、専門学校の人たちはむしろ非常にいい仕事をしてくれるという議論もありまし

て、この辺が厚労省の人材育成のところで多分、これから議論になるんだと思いますが、

ちょっとつけ加えておきます。 

○高橋分科会長 ありがとうございます。さっきの佐藤さんの、あれは僕は日本の福祉、

とりわけ介護福祉のほうでも、あれを資格と言うのかと僕は思うんです。それは要する

に資格試験がない資格だから。 

○佐藤委員 ヘルパー２級はね。 

○高橋分科会長 はい。要するに熱意があるものの言いかえにすぎない。ある時期、「熱

意のあるもの」と書いてあったじゃないですか。「人格高潔でかつ」という、あの世界

をただなぞっているにすぎないというので、あれは資格という定義には多分、介護福祉

士でさえ、あれは要するに修了試験を受けたものであって、国家試験ではないから、そ

れはより資格らしいと言えばらしいけど、だけど基本的に専修学校を出ちゃえば取れる

ような資格ですから、それはちょっと言うと、それは今度変わりますが、なかなか難し

いという議論をちょっと思いました。 

○武田委員 今の小林先生のお話は非常によくわかるんですが、ちょっと１点だけ気にな

ったのですが。例えば、こういう例えが正しいかどうかわかりませんけれども、我々事

業者からすると、原石を掘り出して供給するというところは自分たちでは何ともならな
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い。原石があったら、それを磨いて玉にすること、それは自分たちがやってもいいし、

外の研修機関を使ってもいいし、そこはやりようがあるんですが、そもそも原石自体が

なければ、磨きようもない。ある程度、質のいい原石を掘り出すというところは、東京

都であったり、社会的な仕組みであったりと、その部分では社会的な意味合いが非常に

大きい。実際に原石がこっちへ来たあと、それを磨くという過程は企業の責任というこ

となのかもしれませんが。 

○小林副分科会長 じゃあ、採掘が社会的で、研磨のほうが組織でやっていただけると。 

○武田委員 ええ、まあ、こういう例えが正しいかどうかわかりませんが、そんな感じは

持っております。 

○小林副分科会長 そうですね。だから、その２つの違いが何かという問題になってくる

と思います。 

○金内委員 介護保険を導入するときにちょうど私は都庁におりまして、その関係をやっ

たのですが、そのころは、介護の分野で働きたいという若者からバンバン問い合わせが

あったんです。ところが、実態がわかったのか、どういう理由かわかりませんが、私ど

もの東社協の人材センターの求職者がものすごく減っているんです。ということは、や

はりあのころは福祉というイメージだけでやってきたのかもしれない。今、実態がわか

ったのかもしれない。それに対して、先ほどから言っているように福祉に対するインセ

ンティブを与えるような何かが必要なんだろう。それが原石を見つけることになるのか

なと思います。 

○高橋分科会長 それとも、どういう業種でも同じなんだと思うんですよね。アパレルだ

って、ほかの業種でも全く同じで、福祉が例外ではなくて、むしろ労働市場を開発する

努力というか、魅力をあるようにしていくためのエージェント、事業者の問題もそうだ

し、政策当局者もそうだし、それからやはり教育機関ですよね。はっきり言って、偏差

値４０ぐらいの子供に、君は人柄がいいから福祉でも行けという教育指導をしていると

いう世界が少なくとも高校の先生の意識で、うちの学生も現実に先生にそう言われたと

入ってきた子や、こんなに偏差値が高かったら福祉なんかへ行くなという指導をしてい

る世界もありますから、そこら辺はむしろいろんな魅力があるということはどういうこ

となのかを少し掘り下げて、ただ、先ほど…… 

○金内委員 ちょっといいですか。福祉はこれは一定の人のサービスでやるしかないんで

すよね。だから、外国人を入れるとか何とかという問題も含めて、やはり一定の魅力の
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あるイメージをつくり上げる。あるいはイメージだけじゃなくて、実態もつくり上げる

ことでないと。これは代替のものがないんです。 

○武田委員 しかもそれを公定価格という枠の中でやらなきゃならないという、ここがや

はり非常に大きな制約だと思います。 

○吉村企画課長 すみません。それで資料５と資料７で時点が違うのですが、資料７は 

１４年３月に検討委員会報告で、先ほどのお話で言えば原石が出てきてから磨く話は基

本的に事業者の責任ですという世界で整理して、東京都は少なくともそういうのをやっ

ていきますと、これで整理をしました。この冊子も出たんですけれども、言ってみれば、

この仕組みがうまく動かなくて、虐待とかいろんな課題が出てきて、それに今、現場的

に対応し切れていなくて、結果として５番のような課題が出てきてしまっているという

ことだと思っています。 

○高橋分科会長 ストーリーとしては全くおっしゃるとおりで。 

○小林副分科会長 だから、やや専門的な職員の研修というほうに傾いたことになってい

るのかなという印象です。 

○吉村企画課長 ですから、５と７についてはさっき言った原石を磨く世界の話にはなっ

ている。 

○小林副分科会長 磨き方と。 

○吉村企画課長 磨いてくださいと言ったんですが、磨く方法、ノウハウもよくわからな

いと。 

○小林副分科会長 磨けという言い方が悪かったのかもしれないし。 

○武田委員 もう一つは、正直言うと原石が供給されてこないという問題ですね。 

○佐藤委員 武田先生、働く人だけじゃなくて、その磨くノウハウがある会社ばかりじゃ

なくて、企業側のばらつきもすごく大きいんですよね。だから、せっかく石があるんだ

から、もうちょっと磨いてほしいという部分の底上げは、多少、都なんかが情報提供を

する必要はあるかみたいに思っているんですよね。武田さんのところはほっぽいておい

てもやるだろうけれども。 

○高橋分科会長 ああ、もったいないなということで、ちょっと時間がまいりましたので、

きょうの議論を事務局で整理して、もう一つの左側に書いてある議論があまりできなか

ったので、これは事務局で小林さんと相談をして、次回、課題提供をもう少し、きょう

の議論を踏まえて、次に行けるような整理をさせていただければと思っております。そ
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れはまた個別に事務局のほうからお願いもあるかもしれませんが、とりあえずきょうは

第１回ということで、１回にしては大変重い、幅の広いそれぞれのお立場から非常に深

い議論をしていただきました。ディスカッションの時間がちょっと足りなかったのは大

変残念でございますが。 

○藤山委員 せっかく来ましたので。 

  私は子育てが一段落した４０代の主婦です。４０代が雇用が低くなっているというこ

とですが、私の友達でもヘルパーはいっぱいおります。ただ、ほんとうに二極化してお

りまして、ヘルパー２級の資格は取ってこの仕事をやってみたけれども、もうできない

なという友達と、福祉士などの資格を取ってスキルアップしてやっている友達の二極化

です。もうその仕事を、在宅に派遣されていって、できないという仕事もありますが、

例えば排泄介助はできないけれども、お掃除はできるし、買い物はできる。福祉の質が

いろいろ違いますよね。実は私は市町村の社会福祉協議会に登録したんです。まだ仕事

は来ていないんですが登録しまして、資格は必要ありません。できることだけをやって

くれればいいんですからということで話をいただいたんですが、もっといろんな仕事を、

例えばヘルパーで介護だけ、入浴介護はできないけれどもみたいな、そういうところを

持っている友人は４０代に非常にいます。ですから、買い物、お掃除、その他、いろん

なことはできるという主婦たちの使い方みたいなものも考えてもらいたいという思いが

あるんです。 

○高橋分科会長 福祉のおもしろいところはおっしゃったとおりで、そして、すぐポンと

研修を受けて、プロの仕事をするには重いけれども、自分のできる力で、ある意味では

地域参加にもなっていくというような、これは福祉人材のもう一つの大変大きなフロン

ティアとか、その裾野が広くなかったら、実はプロも育たないという関係もあるかと思

いますので、ぜひそこら辺も議論させていただきたいと思っております。ありがとうご

ざいました。 

  よろしゅうございましょうか。 

○藤山委員 はい。 

○高橋分科会長 またそんなことで、次回はディスカッションの時間を取れるような進行

にしたいと思っておりますので、ひとつよろしくお願いいたします。 

○吉村企画課長 次回は第２回分科会、１０月６日の金曜日、午前１０時から開催を予定

しております。場所は、追ってまたご連絡申し上げます。よろしくお願いします。 
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